
一日の火葬スケジュール 

 

１ 標準的な火葬スケジュール（１炉分） ※時間は目安（以下同様） 

  【1日 2 回のパターン（八事斎場再整備期間外】 

＜１日２火葬実施する場合の 1 炉スケジュールイメージ（10 時 15 分及び 13 時 15 分火葬

受付の場合）＞ 

10:009:00

準備①
80分

準備
②

35分

12:0011:00 13:00 14:00 20:00

火葬①
130分

火葬②
130分

集じん機
逆洗等
90分

15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

 

    ＜火葬 130 分の内訳＞ 

受入

15 分 

告別

15 分 

火葬（ご遺体の燃焼） 

60 分 

冷却 

15 分 

拾骨 

15 分 

清掃 

10 分 

 

  【1 日 3回のパターン（八事斎場再整備期間）】 

＜１日３火葬実施する場合の 1 炉スケジュールイメージ（10 時 15 分、12 時 45 分、15 時

15 分と 10 時 45 分、13時 15 分、15 時 45 分火葬受付の場合）＞ 

20:0018:00 19:0012:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:0011:009:00 10:00

火葬⑤
105分

集じん機
逆洗等
90分

準備②
80分

火葬②
105分

準備
④

35分

火葬④
105分

準備
⑥

35分

火葬⑥
105分

集じん機
逆洗等
90分

準備①
80分

火葬①
105分

準備
③

35分

火葬③
105分

準備
⑤

35分

 

 ＜火葬 105 分の内訳＞ 

受入 

5分 

告別

10 分 

火葬（ご遺体の燃焼） 

60 分 

冷却 

10 分 

拾骨 

10 分 

清掃 

10 分 

 

（１）準備 

本市火葬炉設備においては各炉とも火葬開始 80 分前より以下の準備過程が必要であり、

特に注意を要する。 

指定管理者は適切なタイミングで安全に作動していることを確認する必要がある。準備

が完了していない炉においては、火葬は実施できないため、予備炉の設定等に際しては特

に注意すること。 

ア 準備(１回目)（８０分） 

 火葬の準備過程として、集じん機差圧（プレコート状況）を確認し、集じん機差圧

が規定値より低い場合は、乾式薬剤を追加で噴霧。集じん機差圧を規定値まで上げた

のち、触媒加熱装置を火葬開始８０分前に稼働させる必要がある。 

イ 準備(２・３回目)（３５分） 

２回目火葬が予定されている場合、２回目火葬の３５分前に触媒加熱装置を稼働さ

仕様書別添１ 
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せる必要がある。１回目火葬の余熱のため、加熱時間は１回目に比べ短い。２回目火

葬では、原則として乾式薬剤噴霧は不要である。 

八事斎場再整備期間において、３回目の火葬後、引き続き斎場にて初七日法要を執

り行う利用者がいる場合は、３回目準備の際に、告別収骨室に椅子を配置するなどの

準備を行うこと。 

 

（２）火葬 

火葬に係る時間の内訳は、上図のとおりである。 

火葬業務の詳細については仕様書別添４「標準的な火葬業務の内容」参照のこと。 

火葬炉の運転については仕様書別添５「火葬炉運転フロー概要」参照のこと。 

 

（３）集じん機逆洗等（９０分） 

火葬予約状況に合わせて、集じん機の逆洗（バグフィルターに付着した灰を落とすこ

と。）及び集じん灰の吸引が作動するため、指定管理者はこれらが安全に作動しているこ

とを確認する必要がある。 

また、集じん灰と残骨灰を袋詰めする必要がある。業務の詳細については仕様書別添４

参照のこと。 

※以上の業務の他に、火葬炉の日常的な保守点検等の業務がある。（仕様書別添７） 

 

２ 時間毎の火葬開始枠 

   一日に受け付ける火葬の予約は、八事斎場再整備期間外は最大で 58 件を基本とする。（１基は

予備炉とし、29 基の火葬炉を 1日 2回使用する。）八事斎場再整備期間は最大で 87 件とする（同

じく 1期は予備炉とし、29 基の火葬炉を 3回使用する） 

ただし、運営にあたっては、別途市との協議により時間帯ごとの火葬枠を決定するものとする。

なお、災害時を始め、市が必要と認める場合は、予約枠の最大数を変更することがある。 

21



22



火葬予約案内システムの概要 

 
１ 主な機能 
 ・ウェブサイトを使った火葬予約 
 ・予約者に使用する玄関を電子メールで連絡 
 ・告別収骨室、待合室に故人名を表示 
 ・玄関、受付に利用状況を表示 
 ・収骨案内の放送を館内に流す 
 ・排ガス測定結果の公開 

 
２ 基本的な業務の流れと、システムの主な機能 

 
      業務の流れ        システムの機能及び関連する業務 

 
＜１＞ 事前準備 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

①ウェブサイト予約用 IDの初期登録は指定

管理者が行う。登録内容の変更は、原則利

用者がウェブサイトを通して行う。 

 
②指定管理者は市と協議し、予約枠を設定

する。火葬時刻は 15 分単位で設定する。 

 
＜２＞ 火葬予約 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

③利用者はまず仮予約を行い、予約枠を確

保する。 

 
④火葬前日の夕方にウェブサイトでの予約

が締め切られる。利用者はそれまでに必要

な項目を入力し、本予約を完了させる。 

 
⑤本予約分の火葬をどの炉で行うか割り付

けられる。指定管理者は割り付けが適正か

確認し、必要に応じて調整を行う。 

 
 

①利用者登録 

②予約枠の設定 

④本予約 

⑤炉の割り付け 

仕様書別添３ 

③仮予約 
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＜３＞ 火葬当日 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
⑥当日朝に自動配信メールにて、利用者に

使用する玄関（東・南・西）が連絡される。 

                  
⑦受付、玄関、告別収骨室、待合室に故人

名が表示される。 

 
 
⑧指定管理者はシステムにより火葬証明書

および領収書を発行する。 

 
 
 
 
⑩指定管理者は収骨案内の館内放送をシス

テムにより流す。 
（各玄関の管理スペースの端末にて、火葬

の進捗状況の確認や収骨案内の操作が可能） 

 
 
 

３ 機器リスト 

種類 台数 

サーバー ２台 

端末機（パソコン） １２台 

案内表示器（モニター） ６８台 

プリンター ２台 

 
４ その他 
・システム故障時は、人手で対応を行うこと。 
（電話による予約受付、貼紙による案内表示など） 

・管理簿による、サーバー室の入退室管理を行うこと。 

 
５ システムの更新について 

システムの利便性向上のため、随時情報収集を行うこと。また、今後、市

がシステムを更新する場合には、市およびシステム業者と密な連携を取り、

更新作業に協力すること。  

⑦館内案内の掲示 

⑧受付 

⑨告別 

⑩待合 

⑪収骨、帰宅 

⑥使用する玄関の連絡 
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 ６ 指定管理期間中の火葬予約案内システムの変更について 

    
令和７年４月～火葬受付の効率化を図るため、キャッシュレス決済の導入他、

システム改修予定です。 

   
  【本予約】利用者はクレジットカード番号等の入力し、事前決済を行う。 

火葬許可証についてスキャンデータを添付する。 

 
  【受 付】予約時の決済が利用できない場合、受付にて現金のほか、電子マネ

ー等キャッシュレス決済ができる。 

 
   受付に機器を追加設置 

   種類 台数 

多機能モバイル決済端末 ４台 

プリンター ３台 
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標準的な火葬業務の内容 

 

項 目 業務の内容 

受付 各種許可証、申込書の受付や使用料等の徴収事務を確実に行う。 

誘導 待機している霊柩車を、適切なタイミングで使用する玄関の車寄せに誘導

する。 

（各玄関に監視カメラが設置されているため、車寄せの状況が受付で確認

できる。） 

車寄せでの対応 車寄せに炉前職員を配置し、霊柩車や会葬者を出迎える。霊柩車から棺を

搬送台車に移し、告別収骨室まで運ぶ。併せて会葬者を告別収骨室に誘導

する。 

告別 告別収骨室では、葬儀業者等により告別儀式を行うことが可能である。告

別儀式が行われる場合は、炉前職員はこれに立会い、その終了を待って、

会葬者立会いのもとに棺を入炉し、火葬開始スイッチを押す。 

火葬開始後は、会葬者に収骨時間等について説明を行い、待合室へ案内す

る。 

火葬（ご遺体の燃

焼） 

ご遺体を火葬する。火葬炉を操作する炉裏職員は安全管理について予め習

熟しておくとともに、火葬中の安全確認を十分に行う。例外的に、炉を手

動で運転する場合もあるため、予め十分に運転方法を習熟しなければなら

ない。 

火葬炉の運転フローについては仕様書別添５「火葬炉運転フロー概要」を

参照。 

収骨 火葬されたご遺体の冷却が完了したことを確認した後、館内に案内放送を

流す。 

告別収骨室に会葬者が全員揃ったことを確認した後、収骨作業について丁

寧に説明し、補助する。 

収骨作業終了後は、火葬許可証（所長印押印）を喪主等へ渡し、骨箱に入

れるよう指示する。 

清掃 台車等に残った焼骨および残骨灰等を適切に掃除する。 

掃除後は台車保護剤を用い、台車表面を整える。 

集じん灰等の袋詰

め 

一日の火葬終了後、火葬炉設備において、集じん機の逆洗及び集じん灰の

吸引が行われる。この集じん灰及び作業員が清掃で吸引した残骨灰は、そ

れぞれ集じん灰室、残骨灰室の吸引装置に集められるため、指定管理者は

これを袋詰めする。 

 

仕様書別添４ 
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１回目火葬準備                

火葬予約に合わせて火葬 80 分前に作動 

火葬炉運転フロー概要 

※ 時間は目安 

 ※      は火葬炉の運転に係る業務 

【八事斎場再整備期間外 １日２回火葬パターン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目火葬準備               火葬予約に合わせて火葬 35 分前に作動 

 

 

一日の火葬終了後              

火 葬 

再燃炉・主燃炉点火 

（一火葬時間 60 分） 

 

炉内確認アラート（自動） 

 

消火 

 
冷却（15分） 

集じん機逆洗 

 使用炉同時稼働可能（30 分） 

集じん灰の吸引（60 分） 

 火葬受付（15 分） 

告別収骨室にて告別（15分） 

棺入炉 

炉内台車を告別収骨室へ引き出

し、収骨補助（15分） 

清掃・残骨灰吸引（10 分） 

・台車収納 

職員が行う業務 炉の稼働・運営 

乾式薬剤吹込装置作動 

使用炉同時稼働可能（60分） 

触媒加熱装置作動 

使用炉同時稼働可能（60分） 

火葬スイッチ ON 

火葬状態目視 

冷却開始スイッチ ON 

吸引装置に溜まっている 

残骨灰・集じん灰の袋詰 

触媒加熱装置作動 

使用炉同時稼働可能（35分） 

 

安全な作動を確認 

安全な作動を確認 

仕様書別添５ 

安全な作動を確認 
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１回目火葬準備                

火葬予約に合わせて火葬 80 分前に作動 

【八事斎場再整備期間 １日３回火葬パターン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３回目火葬準備             火葬予約に合わせて火葬 35 分前に作動 

 

 

一日の火葬終了後              

火 葬 

再燃炉・主燃炉点火 

（一火葬時間 60 分） 

 

炉内確認アラート（自動） 

 

消火 

 
冷却（10分） 

集じん機逆洗 

 使用炉同時稼働可能（30 分） 

集じん灰の吸引（60 分） 

 火葬受付（5分） 

告別収骨室にて告別（10分） 

棺入炉 

炉内台車を告別収骨室へ引き出

し、収骨補助（10分） 

清掃・残骨灰吸引（10 分） 

・台車収納 

職員が行う業務 炉の稼働・運営 

乾式薬剤吹込装置作動 

使用炉同時稼働可能（60分） 

触媒加熱装置作動 

使用炉同時稼働可能（60分） 

火葬スイッチ ON 

火葬状態目視 

冷却開始スイッチ ON 

吸引装置に溜まっている 

残骨灰・集じん灰の袋詰 

触媒加熱装置作動 

使用炉同時稼働可能（35分） 

安全な作動を確認 

安全な作動を確認 

安全な作動を確認 
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清掃業務について 

 

１ 日常清掃 

施設、什器・備品、衛生機器等について、ごみ、ほこり、汚れ等のない清潔な

状態に保たれるようにする。清掃方法については、材質に応じて適切に実施する。

（各部屋・スペースの面積及び材質については別紙のとおり。） 

トイレットペーパー、生理用品等の消耗品は、常に補充された状態にする。 

２ 定期清掃 
床、ガラスのほか、照明器具等日常清掃では実施しにくい箇所については、定

期清掃を実施する。特に屋上庭園、水盤、ガラスカーテンウォールなどを美しく

保ち、施設の品格を保つ。 

 
場 所 日常清掃 定期清掃 

告別収骨室 床面清掃、祭壇等備品清掃や

片づけを実施すること。必要

に応じ壁面のふき取りも行

うこと。 

１火葬１

回 

 

ほうき等によるごみのはきとり

後、洗剤を用いた機械洗浄を行い、

汚水をバキュームマシンで取り除

き、仕上げに固く絞ったモップで

拭き上げること。壁面についても

洗剤による洗浄及び拭きとりを行

うこと。 

 

 

ワックスがけを行うこと。状況に

応じ水性と油性を使い分け、ポリ

ッシャで仕上げること。また、必

要に応じ、市の指示する箇所の剥

離洗浄を行った上でワックスがけ

を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

年２回以上 

待合室 床・畳・テーブル・座布団等

の清掃と整頓、湯茶接待用具

の整理、点検をすること。必

要に応じ壁面のふき取りも

行うこと。座布団カバーは定

期的に洗濯すること。ごみ箱

内のごみを収集し、所定の場

所へ搬出すること。 

１火葬１

回 

 

玄関、 

ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ、 

受付ﾎｰﾙ、 

廊下、 

階段、 

ｴﾚﾍﾞｰﾀ、 

授乳室 

 

 

利用者の導線に配慮して実

施すること。床はほうき等で

丁寧に掃き、塵芥を集め所定

の場所に搬出すること。手す

りはタオルで水ぶきし、拭き

上げること。玄関マットは真

空掃除機等で土砂類を丁寧

に吸引すること。必要に応じ

壁面のふき取りも行うこと。 

１日１回 

 

 

 

 

 

床をほうき等で掃いあとに

水ぶきし、固く絞ったモップ

にて拭き上げること。 

週 1 回 

 

待合ｺｰﾅｰ、 床・椅子・テーブルの清掃、 1 日 1 回 

仕様書別添８ 
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待合ﾎｰﾙ 整頓をすること。ごみ箱内の

ごみを収集し、所定の場所へ

搬出すること。 

 

 

給湯室 使用済茶葉等のごみ捨て、給

茶機の清掃、床面清掃を行う

こと。湯飲みに茶渋が残って

いる場合は手で丁寧に洗浄

すること。流し台は中性洗剤

を用いてスポンジで清掃す

ること。 

1 日 1 回 

 

 

 

 

便所 毎日の掃除を行うこと。衛生

陶器は中性洗剤を用いて洗

浄し拭き上げること。洗面台

は中性洗剤を用いてスポン

ジで清掃し拭き上げること。

鏡は空拭きして仕上げるこ

と。床面は堅く絞ったモップ

などで拭き上げること。消耗

品を補充すること。ごみ箱お

よび汚物容器内のごみを収

集し、所定の場所へ搬出する

こと。 

1 日 1 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

諸室 

はきとり掃除等、諸室に併せ

適切に行うこと。 

週１回 

構内道路、

駐車場 

毎日見回りを行い、紙くずや

吸い殻等があった場合、除去

すること。 

1 日 1 回 

 

ｶﾞﾗｽｶｰﾃﾝ 

ｳｫｰﾙ、 

窓ｶﾞﾗｽ 

 洗浄液による拭き取り後、乾き布

等により拭き上げること。窓ガラ

ス枠、サッシ枠等の仕上げ拭きを

行うこと。 

月１回以上 

水盤 水を抜き、内部をデッキブラシ等

で洗浄すること。 

月２回以上 

屋上庭園 

・中庭 

はきとり掃除を行うこと。 月１回以上 

その他 照明器具やブラインド等の清掃を

すること。 

年１回以上 
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各部の面積について
※面積はすべて概算

1.床面積
下表参照のこと

施設 材質 面積[m
2
] 数量 総面積[m

2
]

告別収骨室 花崗岩 45 30 1350

事務室 タイルカーペット 90 1 90

会議室 タイルカーペット 50 1 50

多目的室 タイルカーペット 10 1 10

トイレ（利用者用） 磁器質タイル - 4 170

エントランスホール
(受付ホール含む）

花崗岩 - 5 620

廊下 花崗岩 - - 1220

待合室（洋室部） タイルカーペット 30 30 900

待合室（和室部） 畳 20 30 600

授乳室 タイルカーペット 5 1 5

待合ホール タイルカーペット 60 2 120

待合コーナー タイルカーペット 30 3 90

喫茶売店 タイルカーペット 90 1 90

トイレ（利用者用） 磁器質タイル - 4 185

廊下 タイルカーペット - - 910

総面積 6410

2.階段
数量：4箇所
段数：32段 （1段0.3m×2m 2箇所、 0.3m×2.3m 2箇所)
材質：花崗岩

3.ガラス部面積
下表参照のこと

場所 種類 面積[m2] 数量 総面積[m2]
1階 建物まわり スチールカーテンウォール - - 1740

建物まわり スチールカーテンウォール - - 920

待合室 アルミ製窓 10 30 300

総面積 2960

4.水盤

総面積：650m
2

浄化装置を設置予定

5.屋上庭園
緑化箇所：右図参照
緑化総面積：600m2

1階

2階

2階

緑化部分
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仕様書別添９

※本数、面積は概算

対象 規模・単位 最低実施回数

高木 1,000本 1回/指定管理期間中

中木 200本 1回/指定管理期間中

低木 5,200m2 1回/年
・最低実施回数によらず必要に応じ、適宜
実施すること

水やり 全植栽 -
1回/月
(5月～10月：必須
その他：必要に応じ）

・敷地内の植栽に全体的に散水すること
 (散水設備が届く場所を除く)
・特に斎場の建物を囲む緑地帯にも届くよ
う、必要に応じ高圧ポンプ車等を活用する
こと

除草
高木・中木・低木
のある緑地帯

- 5回/年
・樹木・株・地被等を損傷しないよう注意す
ること
・芝生帯の除草は不要（芝刈りにて対応）

害虫駆除 全植栽 - 適宜
・「名古屋市の施設等における農薬・殺虫
剤等薬剤の適正使用に係る基本指針」に
留意の上実施すること

芝刈り 3回/年 ・刈込み高は原則30～40mmとする

施肥 4回/年

雑草駆除 2回/年
・「名古屋市の施設等における農薬・殺虫
剤等薬剤の適正使用に係る基本指針」に
留意の上実施すること

抜取除草 ・雑草の抜き取りを行うこと

施肥

害虫駆除
・「名古屋市の施設等における農薬・殺虫
剤等薬剤の適正使用に係る基本指針」に
留意の上実施すること

落葉等清掃
構内道路・
外周道路・みどり
の丘遊歩道等

- 4回/年

側溝 - 1回/年

集水ます - 1回/年 ※ ※みどりの丘北側については4回/年とする

その他 安全管理
みどりの丘遊歩
道

- 1回/週
・支障となる物があれば処理する等、歩道と
しての安全性を維持すること

　　　　　　　　　　植栽管理について

備考

・車両や利用者の通行等の支障となるよう
な枝葉については、最低実施回数によらず
適宜剪定すること

清掃業務

管理項目
管理基準

その他清掃

植栽の剪定

植栽管理

芝生管理

屋上緑化
管理

芝生 11,200m2

600㎡地被類 適宜
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植栽平面図 高中木1（参考図）

ヤボ←
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植栽平面図 高中木2（参考図）
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植栽平面図 低木・地被類（参考図）



待合

ホール
待合

ホール

喫茶

売店

待合

コーナー

待合コーナー

待合

コーナー

待合コーナー
自動販売機設置

可能スペース
(幅2000mm 奥行

700mm)

西側と同様

自動販売機の設置について 

  
 
  １ 設置場所 
    西側待合コーナー及び東側待合コーナー 

 
  ２ 設置可能スペース 
    西側、東側とも幅 2,000mm×奥行 700mm（2 台分、合計 4 台分） 

 
 
 
 

 

仕様書別添１０ 
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喫茶・売店器具一覧 

 
 
 
 

品名 メーカー 型式 台数 

冷凍冷蔵庫 ホシザキ電機 HRF-75ZT 1 

冷蔵庫 ホシザキ電機 RT-120SNF-R（SP） 1 

冷蔵庫 ホシザキ電機 RT-120PNE1 1 

オーブントースター パナソニック NT-T59P 1 

電磁調理器 ホシザキ電機 HIH-55TB 1 

食器洗浄機 ホシザキ電機 JWE-400TUA3 1 

冷凍ストッカー サンデン PF-057XE 1 

製氷機 ホシザキ電機 CM-100K 1 

浄水器 メイスイ NFX-MC 1 

 
・喫茶売店に初度配置する上記器具に関する維持管理費、修繕費、買い替え費

用、新規購入費用など全ての経費は、喫茶売店業務に要する経費とする。 

仕様書別添１１ 

42


